
次の案件について、パブリック・コメントを行います。｢パブリック･コメント手続き制度｣は、

市の主要な施策や事業の立案を行う際に、案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる

制度です。実施期間中は市ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で案を閲覧

できます(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)。

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。

案の趣旨

本市では、令和 6年 3月に策定した｢高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第 9期)｣に基づき認

知症施策を展開していますが、国が定めた認知症基本法(令和 6年 1 月施行)の理念と｢認知症施

策基本計画｣をふまえ、｢共生社会｣の実現に向けた取り組みを進めるためには、これまで以上に認

知症の人や家族の声を広く聴くよう努めることが重要となります。認知症の人、一人一人が希望

をもって自分らしく暮らし続けることができるよう｢新しい認知症観｣に立ちながら、より踏み込

んだ取り組みを推進するため、｢笠間市認知症施策推進計画｣を策定します。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください(書式自由）。

意見募集期間 2 月 27 日（木）～3月 18 日（火）

※いただいたご意見は、市から回答するとともに市ホームページに掲載します。

⑥ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続き制度～
問・提出先 地域包括支援センター(内線 166) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1104 メール info@city.kasama.lg.jp

案件名 笠間市認知症施策推進計画(案）

４ぺージ
2025-0220

献血は 16 歳からできる身近で重要なボランティアです。献血された方に

記念品を用意しています。

献血は Web 予約、アプリ予約ができます。詳しくは、右上の二次元コードでご確認ください。

お一人でも多くの方の協力が必要です。よろしくお願いします。

⑤ 献血にご協力ください
問 茨城県赤十字血液センター ℡ 029-246-5566

市健康医療政策課 ℡ 0296-77-9145

日時 場所

3 月 24 日（月）

午前 9時 30 分～11時 45 分、午後 1時～4時
市役所本所(笠間市中央 3-2-1)

3 月 29 日（土）

午前 10 時～正午、午後 1時 45 分～4時
ホームセンター山新 友部店(笠間市旭町 484)

詳しくはこちら

いざという時、地域との強い「絆」が役に立つ「行政区」

に加入しましょう

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ibaraki/index.html

